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地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

Ｉ
　
は
じ
め
に

一
九
八
三
年
ご
ろ
東
京
都
心
の
商
業
地
に
端
を
発
し
大
都
市
の
み
な

ら
ず
地
方
都
市
に
も
波
及
し
た
狂
乱
と
も
い
う
べ
き
地
価
高
騰
も
、　
一

九
九
二
年
の
地
価
公
示
で
は
、
全
国
的
に
、
下
落

ｏ
沈
静
化
の
傾
向
を

示
し
た

【表
１
】。
こ
の
地
価
高
騰
に
対
す
る
施
策
の
な
か
で
、
土
地
を

め
ぐ
る
取
引
に
介
入
し
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
が
、
「監
視

区
域
制
度
」
に
基
づ
く
土
地
取
引
規
制
と
金
融
機
関
に
よ
る
不
動
産
業

に
対
す
る
不
動
産
融
資
規
制
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
前
者
の
監
視
区

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

田

中

克

志

域
制
度
は
、
「東
京
都
土
地
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
」
貧

九
八

六
年
）
が
創
設
し
た
指
定
区
域

ｏ
勧
告
制
を
先
例
と
し
た
も
の
だ
が
、

地
価
対
策
と
し
て
最
初
に
打
た
れ
た
具
体
的
な
対
策
で
あ
っ
た
し
、
自

治
体
が
行
い
う
る
唯

一
の
地
価
対
策
制
度
で
も
あ
る
。

こ
の
監
視
区
域
制
度
に
つ
い
て
、
政
策
当
局
は
、
地
価
高
騰
の
抑
制

に
対
し
て
は
、
「税
制
、
金
融
、
土
地
利
用
計
画
等
の
施
策
を
総
合
的
に

実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
」
、
と
し
な
が
ら
も
、
「届
出
対
象
の

面
積
の
適
正
な
設
定
の
ほ
か
、
先
行
的
指
定
、
価
格
審
査
の
厳
正
か
つ

的
確
な
運
用
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
」
、
「相
当
な
効
果
が
あ
っ
た
と

（３
）

考
え
ら
れ
る
」
、
と
す
る
。
も
つ
と
も
、
「監
視
区
域
制
度
」
は
、
地
価

一
二
五
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に
対
す
る
直
接
的
規
制
な
る
が
ゆ
え
に
、
当
初
か
ら
国
土
利
用
計
画
法

に
定
め
ら
れ
て
い
た

「届
出

・
勧
告
制
」
及
び

「規
制
区
域

・
許
可
制
」

と
同
じ
く
、
政
策
と
し
て
の
妥
当
性
に
つ
い
て
強
い
批
判
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
地
価
対
策
と
し
て
一
定
の
有
効
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、

全
国
的
な
地
価
の
下
落

・
沈
静
化
傾
向
の
な
か
、
こ
れ
が
的
確
に
運
営

（４
）

さ
れ
た
の
か
、
総
務
庁
行
政
監
察
局
が
行
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、

こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
監
視
区
域
制
度
が
、
地
価
高
騰
や
投
機
的
土
地

取
引
に
対
す
る
抑
制
策
と
し
て
妥
当
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
有

効
性
を
持
ち
得
た
の
か
、
を
検
証
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
ま
ず
、
監
視

区
域
制
度
の
制
度
的
な
限
界

・
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

（Ⅱ
）
、
つ
い
で
、

監
視
区
域
制
度
の
運
用
実
態
と
そ
の
政
策
的
効
果
に
関
し
て
、
こ
れ
を

（５
）

東
京
圏
の
影
響
を
い
ち
早
く
受
け
た
地
方
中
核
都
市

ｏ
静
岡
市
を
対
象

と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る

（
Ⅲ
）
。

（１
）
と
く
に
、　
一
九
九
〇
年
四
月
か
ら

「金
融
機
関
の
不
動
産
業
向
け
貸

出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
増
勢
を
総
貸
出
の
増
勢
以
下
に
抑
制
す
る
」
い

わ
ゆ
る

「総
量
規
制
」
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が

一
九
九

一
年

一
二

月
末
に
解
除
さ
れ
た
後
に
は
、
「金
融
機
関
に
土
地
関
連
融
資
の
伸
び

一
一
一六

を
常
時
監
視
し
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
す
る
こ
と
な
く
総
量
規
制
が
効
果

的
に
発
動
さ
れ
る
仕
組
み
」
の
い
わ
ゆ
る

「ト
リ
ガ
ー
方
式
」
が
導
入

さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

（『土
地
白
書
　
平
成
四
年
版
』

一
六
〇

頁
以
下
、
二
五
八
頁
）
。
も

っ
と
も
、　
一
九
九
二
年
二
月
末
時
点
で
の

金
融
機
関
の
土
地
関
連
の
貸
出
残
高
の
伸
び
率
が

「金
融
界
に
対
し
注

意
を
喚
起
す
る
」
水
準
を

「ト
リ
ガ
ー
方
式
」
導
入
以
来
初
め
て
超
え

た
が
、
大
蔵
省
は
、
地
価
が
下
落
か
横
ば
い
傾
向
で
あ
り
、
地
方
の
上

地
開
発
公
社
な
ど
の
公
的
部
門

へ
の
融
資
額
の
急
増
が
主
因
で
あ
る
と

し
て
、
金
融
機
関
に
対
し
て
当
面
土
地
関
連
の
融
資
の
抑
制
を
求
め
な

い
こ
と
と
し
て
い
る

（朝
日
新
聞

一
九
九
二
年
五
月
七
日
）
。

（２
）
制
定
の
背
景
等
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
「地
価
高
騰
と
法
的
規
制
」

ジ

ュ
リ
ス
ト
八
九

一
号

（
一
九
八
七
年
）
四
頁
以
下
参
照
。

（３
）
『土
地
自
書
　
平
成
三
年
版
』

一
三
二
頁
。

（４
）
総
務
庁
行
政
監
察
局

『土
地
対
策
に
関
す
る
現
状
と
問
題
点
―
総
務

庁
の
行
政
監
察
結
果
か
ら
み
て
―
』
２

九
九

一
年
、
大
蔵
省
印
刷
局
）
。

（５
）
今
回
の
地
価
高
騰
が
与
え
た
深
刻
な
影
響
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ま
で

と
も
す
れ
ば
大
都
市
圏
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
観
が
あ
る
が
」

翁
土
地
自
書
　
平
成
四
年
版
』

一
三
四
頁
）
と
し
て
、
政
策
当
局
は
、

そ
の
議
論
に
片
手
落
ち
が
あ

っ
た
こ
と
を
暗
に
認
め
、
「大
都
市
圏
の

地
価
上
昇
が
近
年
急
速
に
地
方
に
波
及
し
た
結
果
、
大
都
市
で
み
ら
れ

た
よ
う
な
土
地
問
題
が
地
方
圏
に
お
い
て
も
、
深
刻
化
し
て
き
て
い
る

と
と
も
に
、
地
方
特
有
の
問
題
も
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
地
方

圏
も
十
分
視
野
に
い
れ
た
土
地
対
策
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
」
（同

一

四
五
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
筆
者
が
研
究
代
表
者
と



な
り
、
か
か
る
課
題
を
先
取
り
し
た
か
た
ち
で
、
文
部
省
科
学
研
究
費

補
助
金

（
一
九
九

一
―

一
九
九
二
年
度
）
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
共
同

研
究

「土
地
基
本
法
体
制
と
地
方
中
核
都
市
の
土
地

・
都
市

・
住
宅
政

策
の
実
証
的
研
究
」
（課
題
番
号
〇
三
四
〇
五
〇
〇
六
）
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
地
方
中
核
都
市
と
は
、
札
幌
市
、
仙
台
市
、
広
島
市
、

福
岡
市
と
い
っ
た
地
方
中
枢
都
市

（ブ
ロ
ツ
ク
都
市
）
に
次
ぐ
経
済
力

を
有
す
る
郡
山
市
、
新
潟
市
、
静
岡
市
、
浜
松
市
、
岡
山
市
な
ど
を
い

Ⅱ
　
監
視
区
域
制
度
の
構
造

監
視
区
域
制
度
は
、
地
価
の
抑
制
を
図
る
べ
き
地
域
を
①
都
道
府
県

知
事

（指
定
都
市
に
あ

っ
て
は
そ
の
長
で
あ
る
が
、
以
下
都
道
府
県
知

事
等
と
す
る
）
が
監
視
区
域
と
し
て
指
定
し
、
②
当
該
地
域
に
お
け
る

届
出
対
象
面
積
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
「土
地
の
投
機
的
取
引
及

び
地
価
の
高
騰
が
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
弊
害
を
除
去
し
、
適
正
か
つ
合

理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
、
全
国
に
わ
た
り
土
地
取
引
の

規
制
に
関
す
る
措
置
の
強
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
（国
土
利
用

一
一

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

条
）
と
し
て
設
け
ら
れ
た
届
出

ｏ
勧
告
制
を
充
実
強
化
す
る
こ
と
を
意

図
し
て
、　
一
九
八
七
年
、
同
法
を
改
正
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一　
区
域
の
指
定

１
　
区
域
指
定
の
要
件
　
　
　
都
道
府
県
知
事
等
は
、
地
価
の
抑
制

を
図
る
べ
き
地
域
を
、
あ
ら
か
じ
め
土
地
利
用
審
査
会
及
び
関
係
市
町

村
長
の
意
見
を
聴
き
、
監
視
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
当
該
区
域
に
お
い
て
、
①

「地
価
が
急
激
に
上
昇
し
、

又
は
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
」
（地
価
の
急
騰
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
②

「適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（国
土
利
用
二
七
の
二
、
①
、

②
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
②
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
計
画
的
整
備

に
対
す
る
支
障
等
地
価
の
急
激
な
上
昇
に
よ
る

一
般
的
又
は
定
性
的
な

土
地
利
用
に
対
す
る
悪
影
響
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
を
い
い
、
地
価
の
急
激
な
上
昇
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
れ

ば
、
通
常
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
推
認
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
ｃ
し
た
が
つ
て
、
監
視
区

域
制
度
は
、
あ
る
区
域
に
具
体
的
な
土
地
利
用
計
画
が
存
在
し
、
こ
れ

の
実
現
を
保
障
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
土
地
取
引
規
制
に
よ
る
地
価

一
二
七
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（２
）

高
騰
の
抑
制
を
行
う
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
具
体
的
な
土
地
利
用
計
画
に
係
わ

り
な
く
、
地
価
が
上
昇
し
、
又
は
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
監
視
区
域
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
制
区
域

の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
同
じ
く
都
道
府
県
知
事
等
が
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
上
記
の
要
件
の
み
な
ら
ず
、
「土
地
の
投
機
的
取
引
が
相
当

範
囲
に
わ
た
り
集
中
し
て
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
（投

機
的
取
引
の
集
中
）
と
の
要
件
を
も
あ
わ
せ
要
す
る
。
東
京
都
土
地
取

引
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
で
は
、
指
定
区
域
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が

指
定
を
行
う
に
は
、
「地
価
の
上
昇
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
区
域
又
は

土
地
の
投
機
的
な
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
」
含
一条
）

と
さ
れ
、
規
制
区
域
の
指
定
要
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
監
視
区
域
に

お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
地
価
の
急
騰
と
い
う
地
価
動
向
に
関
す
る
要
件

に
限
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
監
視
区
域
の
指
定
要
件
が
客
観
的
に
把

握
で
き
、
地
価
高
騰
に
適
時
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た

も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
「地
価
の
急
激
な
上
昇
又
は
そ
の
お
そ
れ
」
の
判

断
は
、
ど
の
程
度
の
上
昇
を
も
っ
て
、
「急
激
」
と
す
る
か
、
い
か
な
る

状
況
に
あ
れ
ば
地
価
上
昇
の

「お
そ
れ
」
が
あ
る
の
か
、
容
易
で
は
な

一
二
八

い
。
国
土
庁
は
、
監
視
区
域
制
度
の
施
行
と
あ
わ
せ
、
土
地
利
用
調
整

課
長
通
達

「土
地
取
引
規
制
基
礎
調
査
に
つ
い
て
」
貧

九
八
七
年
七
月

二
日
六
二
国
土
利
用
第

一
八
八
号
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
が
監

視
区
域
を
指
定
す
る
に
さ
い
し
て
そ
の
判
断
資
料
を
得
る
た
め
の
調
査

及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
土
地
取

引
件
数
、
地
価
動
向
等
に
つ
い
て
、
概
況
調
査
、
地
域
別
調
査
、
特
別

詳
細
調
査
を
段
階
的
に
行
い
、
監
視
区
域
の
指
定
等
の
措
置
の
要
否
に

係
る
判
断
資
料
を
得
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
国
土
庁
は
、
具
体
的

な
目
安
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
土
地
局
長
通
達

「監
視
区
域
制

度
の
運
用
指
針
に
つ
い
て
」
２

九
九
〇
年
六
月

一
一
日
二
国
土
利
第

一

八
八
号
及
び
二
国
土
地
第

一
一
六
号
）
に
よ
り
、
「地
価
動
向
に
か
ん
が

み
、
地
価
上
昇
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
の
地
価
の
上
昇
前
又
は
そ
の

周
辺
地
域

へ
の
波
及
前
に
お
け
る
先
行
的
指
定
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
」

と
の
見
地
か
ら
、　
一
年
間

一
〇
％
程
度
の
地
価
上
昇
が
み
ら
れ
る
地
域

に
つ
い
て
は
、
「早
急
に
監
視
区
域
に
指
定
す
る
こ
と
と
」
し
、
ま
た
、

大
規
模
開
発
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
、
リ
ゾ
ー
ト
整
備
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る

地
域
等
に
つ
い
て
は
、
「必
ず
監
視
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
と
」
し
た
。

２
　
届
出
面
積
の
引
き
下
げ
　
　
　
監
視
区
域
に
指
定
す
れ
ば
、
都



道
府
県
知
事
等
は
、
当
該
区
域
に
於
て
土
地
に
関
す
る
権
利
の
移
転
等

の
届
出
を
要
す
る
面
積
の
限
度
を
、
土
地
利
用
審
査
会
及
び
関
係
市
町

村
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
都
道
府
県
の
規
則
で
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で

き
る

（国
土
利
用
二
七
条
の
三
）
。

そ
も
そ
も
、
届
出

ｏ
勧
告
制
に
お
い
て
、
届
出
を
、
市
街
化
区
域
で

は
二
、
○
○
○
ぽ
と
い
つ
た

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
に
限
定
し
た

の
は
、
地
価
形
成
及
び
土
地
利
用
上
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
相
当
規
模
以
上
の
土
地
取
引
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、　
一
般
的

に
土
地
取
引
に
お
け
る
適
正
か
つ
合
理
的
な
地
価
水
準
の
形
成
を
誘
導

す
る
波
及
的
効
果
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地

価
高
騰
が
先
行
し
た
東
京
都
等
の
大
都
市
の
既
成
市
街
地
に
お
い
て
は
、

国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り
届
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
小
さ

な
面
積
に
係
る
小
規
模
な
土
地
取
引
が
か
な
り
の
割
合
に
の
ぼ
り
、
届

出
の
捕
捉
率
が
著
し
く
低
く
、
波
及
的
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
況
が

生
じ
た
。
東
京
都
土
地
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
で
は
、
届
出
対

象
面
積
を
三
〇
〇
２ｍ
か
ら
二
、
○
○
０
２ｍ
の
範
囲
内
で
規
則
に
よ
り
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
届
出
面
積
の
設
定
は
こ
れ
に
よ
り
届
出
対

象
と
な
る
土
地
取
引
に
対
す
る
指
導
勧
告
等
が
全
土
地
取
引
に
影
響
を

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

及
ぼ
す
に
足
り
る
捕
捉
率
に
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
土
地
局
長

通
達

「監
視
区
域
制
度
の
運
用
指
針
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
目
安
と
し

て
、
全
取
引
件
数
の
過
半
が
届
出
対
象
と
な
る
よ
う
届
出
対
象
面
積
を

設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
す
る
。

二
　
勧
告
処
理

１
　
地
価
の
抑
制
　
　
　
監
視
区
域
制
度
に
お
け
る
土
地
の
取
引
価

格
の
審
査
は
、
届
出
の
さ
い
の

「近
傍
類
地
」、
す
な
わ
ち
現
況
地
日
、

地
積
、
利
用
状
況
等
が
類
似
す
る

「取
引
価
格
等
を
考
慮
し
て
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
土
地
に
関
す
る
権
利
の
相
当
な
価
格
」

を
基
準
価
格
と
し
て
、
こ
れ
に
照
ら
し
て

「著
し
く
適
正
を
欠
く
」
か

い
な
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

（国
土
利
用
二
四
条
①
）。

基
準
価
格
は
、
具
体
的
に
は
、
地
価
公
示
等
の
公
示
価
格
を
基
準
に

土
地
の
条
件
を
比
準
及
び
時
点
修
正
す
る
方
法

（標
準
地
比
準
方
式
）
、

取
引
事
例
比
較
法
、
収
益
還
元
法
及
び
原
価
法
に
よ
る
方
法

（独
自
評

価
方
式
）
等
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。

標
準
地
比
準
方
式
の
場
合
に
基
準
に
さ
れ
る
地
価
公
示
の
標
準
地
の

鑑
定
基
準
は
、
地
価
公
示
法
に
よ
れ
ば
、
「近
傍
類
地
の
取
引
価
格
か
ら

算
出
さ
れ
る
推
定
の
価
格
、
近
傍
類
地
の
地
代
等
か
ら
算
出
さ
れ
る
推

一
二
九
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定
の
価
格
及
び
同
等
の
効
用
を
有
す
る
土
地
の
造
成
に
関
す
る
推
定
の

費
用
の
額
を
勘
案
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（同
四
条
）
。

す
な
わ
ち
独
自
評
価
方
式
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
標
準
地
の
鑑
定
は
、

近
傍
類
地
の
取
引
価
格
＝
取
引
事
例
の
価
格
の
み
か
ら
算
出
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
、
「近
傍
類
地
の
取
引
事
例
を
集
め
て
、
こ

れ
だ
け
か
ら
標
準
価
格
を
求
め
、
そ
の
標
準
価
格
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト

を
か
け
て
公
示
価
格
を
決
定
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
た
め
、

「そ
の
取
引
事
例
が
近
傍
類
地
の
高
騰
す
る
狂
乱
価
格
で
あ
る
と
き
に

は
、
そ
の
取
引
価
格
を
採
用
す
る
結
果
、
狂
乱
地
価
を
後
か
ら
公
示
価

格
と
し
て
追
認
す
る
と
い
う
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
る
」
と
の
指
摘
も

あ
る
。
確
か
に
地
価
公
示
価
格
は
高
騰
し
た
が
、
地
価
公
示
価
格
が
、

地
価
公
示
法
の
い
う
よ
う
に
、
「正
常
な
価
格
」
（同

一
条
）
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
の
現
象
も
ま
た
、
「正
常
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
は
、
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
基
準
価
格
の
算
定
あ
る
い
は
、

そ
の
意
味
に
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
基
準
価
格
に
照
ら
し
て
届
出
に
係
る
土
地

の
取
引
価
格
が

「著
し
く
適
正
を
欠
く
」
か
い
な
か
の
判
断
は
、
都
道

府
県
知
事
等
が
、
地
域
に
お
け
る
実
情
、
す
な
わ
ち
地
域
に
お
け
る
土

地
の
価
格
の
水
準
、
地
価
の
動
向
、
投
機
的
取
引
の
傾
向
等
、
価
格
規

一
三
〇

制
の
強
弱
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
を
考
慮
の
う
え
、
更
に
基
準
価
格
算

定
上
の
確
実
性
等
を
も
勘
案
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
価
格
審
査
に
お
け
る
土
地
の
取
引
価
格
と
当
該
土
地
の
取
引
に
関

し
て
算
出
さ
れ
る
基
準
価
格
と
の
間
に
は
開
差
の
存
在
が
容
認
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
許
容
範
囲
に
つ
い
て
は
、
土
地
利
用
審
査
会
の
意
見
を
聴

取
す
る
な
ど
に
よ
り

一
定
基
準
を
設
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

適
正
を
欠
く
こ
と
が

「著
し
く
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
当
の

幅
が
予
想
さ
れ
る
が
、
土
地
局
長
通
達

「監
視
区
域
制
度
の
運
用
指
針

に
つ
い
て
」
は
、
「地
価
が
急
激
に
上
昇
し
つ
つ
あ
る
局
面
に
お
い
て
は
、

国
土
利
用
計
画
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
特
に
厳
正
な
運
用
に
努
め
る
こ

と
と
す
る
」
。

２
　
投
機
的
取
引
の
規
制
　
　
　
利
用
目
的
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る

審
査
は
、
監
視
区
域
の
創
設
当
初
は
、
従
来
の
届
出
制
の
場
合
と
同
じ

く
、
①
土
地
の
利
用
目
的
が
土
地
利
用
基
本
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用

に
関
す
る
計
画
に
適
合
す
る
か
い
な
か

（国
土
利
用
二
四
Ｉ
③
）、
②
土

地
の
利
用
が
公
共
施
設

・
公
益
的
施
設
の
整
備
の
予
定
か
ら
み
て
、
ま

た
は
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
上
か
ら
、
明
ら
か
に
不
適
当
な
も
の
か

い
な
か

（国
土
利
用
二
四
Ｉ
②
）
、
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。



「計
画
に
適
合
す
る
」
と
は
、
届
出
に
係
る
土
地
の
利
用
目
的
が
、

計
画
に
お
い
て
促
進
又
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
状
態
に
対
し
て
、
積
極
的

に
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
に
寄
与
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
中

立
的
に
機
能
す
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の
中
立
な
機
能
と
い
う
こ
と
か
ら

問
題
に
な
る
の
が
、
資
産
保
全
を
目
的
と
す
る
等
特
定
の
利
用
目
的
を

も
た
な
い
土
地
取
引
で
あ
る
。
こ
れ
は
、　
一
般
的
に
は
、
当
該
取
引
土

地
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
土
地
利
用
計
画
に
対
し
中
立
的
に
機
能
し
て

い
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
勧
告
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
改
正
前
の
国
土
利
用
計
画
法
は
利
用
目
的
の
な
い
投

機
的
取
引
等
は
そ
の
取
引
価
格
に
お
い
て
問
題
が
な
い
か
ぎ
り
勧
告
対

象
に
な
ら
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
た
。　
一
九
八
九
年
の
国
土
利
用
計
画

法
の
改
正
に
よ
り
勧
告
基
準
の
特
例

（国
土
利
用
二
七
の
四
　
Ｉ
②
）

が
設
け
ら
れ
、
監
視
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
投
機
的
取
引
と
認
め
ら

れ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
、
都
道
府
県
知
事
等
は
取
引
中
止
等
の
勧
告

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

勧
告
基
準
の
特
例
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
①
譲
渡
人
の
事
情
、
②
届

出
に
係
る
土
地
取
引
の
事
情
、
そ
し
て
③
譲
受
人
の
利
用
目
的
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
勧
告
の
対
象
と
な
る
投
機
的
取
引
は
、
こ
こ
に

列
挙
さ
れ
た

一
二
の
項
目
の
す
べ
て
に
該
当
し
、
「当
該
土
地
を
含
む
周

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

辺
の
適
正
な
地
価
の
形
成
を
図
る
上
で
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
」
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
措
置
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
土
地
取
引
の
範
囲
は
、
通
常
の

経
済
活
動
と
し
て
是
認
さ
る
べ
き
も
の
は
是
認
し
つ
つ
、
適
正
な
地
価

の
形
成
と
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
と
い
う
政
策
目
的
の

実
現
の
た
め
に
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
た
、
と
さ
れ
る
が
、　
〓

一
の

項
目
す
べ
て
に
該
当
し
な
い
と
勧
告
が
で
き
な
い
の
で
は
、
そ
れ
だ
け

脱
法
行
為
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

３
　
勧
告
の
効
果
　
　
　
取
引
の
中
止
、
価
格
の
引
き
下
げ
な
ど
の

勧
告
を
な
す
場
合
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
土
地
利
用
審
査
会
の
意
見

を
聴
取
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
勧
告
自
体
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
指

導
に
該
当
し
、
な
ん
ら
の
法
的
義
務
を
も
伴
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
「必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
、
勧
告

を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

（国
土
利
用
二
五
条
）、
勧
告
に
従
わ
な
い

と
き
に
は
、
そ
の
旨
及
び
勧
告
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

（国

土
利
用
二
六
条
）
。

勧
告
に
従
わ
ず
に
取
引
が
な
さ
れ
た
場
合
、
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、
し
か
も
契
約
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、

一
言
一
一
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は
た
し
て
、
公
表
制
度
が
届
出

・
勧
告
制
度
の
実
効
性
を
最
終
的
に
担

保
す
る
た
め
の
も
の
と
な
り
う
る
の
か
、
疑
間
の
余
地
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
勧
告
の
性
格
が
行
政
処
分
で
は
な
く
行
政
指
導
で

あ
り
罰
則
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
公
表
で
あ

っ
て
も

一
種
の
社
会
的
制

（・３
）

裁
で
あ
り
、
事
実
上
相
当
の
効
果
が
期
待
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
勧
告
に
基
づ
き
土
地
取
引
の
契
約
の
締
結
が
中
止
さ
れ
た
場

合
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
当
該
土
地
に
関
す
る
権
利
の
処
分
に
つ
い

て
の
あ

っ
せ
ん
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が

（国
土
利
用
二
七
条
）
、
取
引
を
中
止
し
た
者
が
規
制

・
許
可
制
度

の
場
合
の
よ
う
に
、
当
該
土
地
の
買
取
り
を
請
求
し
う
る
も
の
で
は
な

い
。
勧
告
制
度
は
、
許
可
処
分
の
場
合
と
違

っ
て
、
契
約
上
の
効
力
を

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（‐４
）

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
努
力
義
務
も
、
「必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
、
す
な
わ
ち
、
例

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
売
り
主
が
生
活
に
困
窮
し
て
い
て
土
地
を
手

放
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
、
ま
れ
と
思
わ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

（１
）
国
土
庁
土
地
局
土
地
利
用
調
整
課
監
修

『改
正
　
国
土
利
用
計
画
法

の
要
点
』
２

九
八
七
年
）

一
九
頁
。

（２
）
こ
の
こ
と
は
、
国
土
利
用
計
画
及
び
土
地
利
用
基
本
計
画
と
い
っ
た

一
一一一二

土
地
利
用
計
画
と
許
可
及
び
勧
告
と
い
っ
た
土
地
取
引
規
制
と
の
関
係

が
国
土
利
用
計
画
法
に
お
い
て
明
瞭
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（こ
の
こ

と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
山
崎
巌

「土
地
取
引
規
制
と
不
動
産
市

場
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
五
六
四
号

（
一
九
七
四
年
）
五
四
頁
）
。
こ
の
こ
と

は
、
国
土
利
用
計
画
の
う
ち
、
都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
が
作
成
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
。

（３
）
国
土
庁
監
修

・
前
掲
書

一
九
頁
。

（４
）
他
の
理
由
は
、
年
間
四
〇
〇
万
件
に
も
及
ぶ
土
地
取
引
を
す
べ
て
届

出
の
対
象
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
要
す
る
人
員
、
経
費
を
確
保
す
る
こ
と

が
実
務
上
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た

（河
野
正
三

『国
土
利
用
計
画

法
』
２

九
七
七
年

。
第

一
法
規
）
三
四
五
頁
）
。

（５
）

一
九
八
六
年
の
全
国
平
均
は
九

。
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
京
都

全
体
で
は
五

・
五
％
で
あ
り
、
さ
ら
に
都
心

一
四
区
で
は
、　
一
九
八
五

年
の
統
計
で
あ
る
が
、
二

・
五
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た

（国
土
庁
監
修

・

前
掲
書

一
三
頁
、　
一
七
頁
）
。

（６
）
西
村
康
哉

「都
市
の
地
価
決
定
と
不
動
産
鑑
定
評
価
制
度
」
都
市
問

題
七
九
巻
五
号

（
一
九
八
八
年
）
六
五
頁
以
下
。

（７
）
河
野

上
削
掲
書
三
八
六
頁
。

（８
）
河
野

上
削
掲
書
三
八
六
頁
。

（６
）
河
野

。
前
掲
書
三
〇

一
頁
、
三
〇
二
頁
。

（１０
）
畑
浩
治

「国
土
利
用
計
画
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
法
令
解
説

資
料
総
覧

一
〇
三
号

一
一
頁
。

（Ｉ
）
参
議
院
土
地
特
別
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、
参
照
、
前
掲



法
令
解
説
資
料
総
覧

一
〇
三
号
二
三
頁
以
下
。

（・２
）
河
野

・
前
掲
書
二
九
二
頁
。

（・３
）
河
野

・
前
掲
書
二
九
二
頁
。

（・４
）
河
野

。
前
掲
書
二
九
四
頁
。

（・５
）
河
野

上
則
掲
書
二
九
四
頁
。

Ⅲ
　
監
視
区
域
制
度
の
運
用

監
視
区
域
制
度
は
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
法
制
度
上
、
こ
れ
を
地

方
自
治
体
の
長
た
る
都
道
府
県
知
事
等
が
行
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の

「当
面
の
地
価
等
土
地
対
策
に
関
す
る

答
申
」
２

九
八
七
年

一
〇
月

一
二
日
）
を
受
け
た
緊
急
土
地
対
策
要
綱

（
一
九
八
八
年

一
〇
月

一
六
日
閣
議
決
定
）
が

「投
機
的
取
引
等
に
よ

る
地
価
の
急
騰
を
防
止
す
る
た
め
、　
・
・
・
・
監
視
区
域
の
指
定
及
び

届
出
対
象
面
積
の
引
下
げ
に
つ
い
て
関
係
地
方
公
共
団
体
を
指
導
す
る
」

も
の
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府

・
国
土
庁
は
、
全
国
の
地
価
動

向
を
に
ら
み
な
が
ら

【表
１
】
、
指
導
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

一　
国
土
庁
の
指
導

１
　
指
導
状
況

①

一
九
八
八
年
に
監
視
区
域
制
度
が
創
設
さ
れ
て
以
降
、
東
京
圏
、

大
阪
個
、
名
古
屋
圏
等
の
各
関
係
都
道
府
県
等
と
地
価
対
策
連
絡
会
議

を
開
催
し
、　
一
年
間
に

一
〇
％
以
上
の
地
価
上
昇
が
み
ら
れ
る
地
域
に

つ
い
て
は
早
期
に
指
定
を
行
う
な
ど
、
監
視
区
域
の
的
確
な
運
用
を
行

う
よ
う
指
導
。

②

一
九
八
七
年
七
月
三
〇
日
の
土
地
利
用
調
整
課
長
通
達

「土
地
取

引
規
制
基
礎
調
査
に
つ
い
て
」
（国
土
利
第

一
八
八
号
）
に
よ
り
、
「監

視
区
域
制
度
の
円
滑
か
つ
的
確
な
運
用
を
行
う
た
め
」、
監
視
区
域
の
指

定
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
判
断
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
土
地
取
引
及
び
地
価
動
向
等
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
、
「概
況
調

査
」
、
「地
域
別
調
査
」
、
「特
別
詳
細
調
査
」
を
実
施
す
る
こ
と
を
指
導
。

③
そ
し
て
、
監
視
区
域
指
定
後
は
、
土
地
利
用
調
整
課
長

・
地
価
調

査
課
長
通
達

「監
視
区
域
詳
細
調
査
及
び
報
告
制
に
つ
い
て
」
貧

九
八

七
年
七
月
二
〇
日
国
土
利
第

一
八
九
号
）
に
よ
り
、
監
視
区
域
に
指
定

さ
れ
た
地
域
に
お
け
る

「地
域
別
調
査
」
又
は

「特
別
詳
細
調
査
」
を

「監
視
区
域
詳
細
調
査
」
に
移
行
し
、
監
視
区
域
の
指
定
継
続
、
届
出

一
〓
一三



法
経
研
究
四
二
巻

一
号

（
一
九
九
二
年
）

対
象
面
積
の
引
下
げ
又
は
解
除
等
の
要
否
の
判
断
資
料
を
得
る
よ
う
に

指
導
。

④
地
価
動
向
に
つ
い
て
、
「東
京
圏
に
つ
い
て
は
全
体
と
し
て
は
沈
静

化
現
象
が
続
い
て
い
る
も
の
の
周
辺
部
で
上
昇
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
大

阪
圏
で
著
し
い
地
価
上
昇
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
、
名
古
屋
圏
、　
一
部
の

地
方
主
要
都
市
等
で
か
な
り
の
地
価
上
昇
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
地
価
上

昇
の
主
要
都
市
等

へ
の
波
及
が
顕
著
と
な

っ
て
い
る
」
状
況
の
な
か
、

一
九
八
九
年

一
〇
月
二
七
日
の
土
地
局
長
通
達

「監
視
区
域
制
度
の
的

確
な
運
用
に
つ
い
て
」
（元
国
土
利
第
二
三
三
号
）
は
、
都
道
府
県
知
事

等
に
対
し
て
、
「地
価
上
昇
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
、
地
価
の
上
昇
前

又
は
そ
の
周
辺
地
域

へ
の
波
及
前
に
お
け
る
先
行
指
定
及
び
指
定
後
の

地
価
上
昇
が
な
お
引
き
続
き
著
し
い
場
合
に
お
け
る
届
出
対
象
面
積
の

引
き
下
げ
等
に
留
意
の
上
、
よ
り

一
層
、
的
確
な
運
用
」
を
指
導
す
る

と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
に
お
け
る
監
視
区
域
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。

⑤

一
九
九
〇
年
二
月
に
は
、
都
道
府
県
等
に
対
し
監
視
区
域
の
指
定

等
が
後
手
に
回
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
監
視
区
域
の
緊
急
総
点
検
を
要

請
。⑥

そ
の
後
、　
一
九
九
〇
年
度
の

「地
価
公
示
に
よ
れ
ば
、
大
阪
圏
に

一
三
四

お
い
て
著
し
い
地
価
上
昇
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
名
古
屋
圏
の
ほ
ぼ

全
域
、
さ
ら
に
は

一
部
の
地
方
都
市

へ
も
地
価
上
昇
が
波
及
し
て
」
い

る
状
況
に
か
ん
が
み
、　
一
九
九
〇
年
六
月

一
一
日
の
土
地
局
長
通
達

「監

視
区
域
制
度
の
運
用
指
針
」
含
一国
土
利
第

一
八
八
号
、
二
国
土
利

一
一

六
号
）
は
、
「監
視
区
域
制
度
の
よ
り
厳
正
か
つ
的
確
な
運
用
を
図
る
に

当
た
っ
て
の
目
安
と
な
る
指
針
」
を
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
地
価
動
向
に
か

ん
が
み
、
地
価
上
昇
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
の
地
価
の
上
昇
前
又
は

そ
の
周
辺
地
域

へ
の
波
及
前
に
お
け
る
先
行
的
指
定
に
努
め
る
こ
と
と

す
る
」
と
し
、
０
１ａ＞

一
年
間
に
少
な
く
と
も

一
〇
％
程
度
の
地
価
上
昇

が
み
ら
れ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
監
視
区
域
を
早
急
に
指
定
し
、
そ
の

場
合
、
＝
届
出
対
象
面
積
に
つ
い
て
は
、
全
取
引
件
数
の
過
半
が
届
出

対
象
と
な
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
こ
と
、
０
上
記
の
国
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
、
地
域
の
実
情
に
よ

り
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
、
監
視
区
域
を
指
定
し
て

も
な
お
地
価
の
上
昇
率
が
低
下
し
な
い
地
域
及
び

一
年
間
に
二
〇
％
程

度
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
届
出
対
象
面
積
を

一
〇
〇

ぽ
と
す
る
な
ど
、
＝
の
要
件
を
み
た
す
よ
う
届
出
対
象
面
積
を
設
定
す

る
こ
と
、
と
し
た
。



⑦

一
九
九

一
年

一
二
月
の
通
達

「監
視
区
域
制
度
の
厳
正
か
つ
的
確

な
運
用
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
大
都
市
圏
を
中
心
に
地
価
の
沈
静
化

・

下
落
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
傾
向
の
一
層
の
定
着
を

図
る
た
め
、
直
近
の
地
価
動
向
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
価
格
審

査
に
当
た
り
、
地
価
の
下
落
状
況
を
的
確
に
反
映
し
た
マ
イ
ナ
ス
の
時

点
修
正
率
の
適
切
な
設
定
を
行
う
等
、
法
の
運
用
を
通
じ
て
、
適
正
な

地
価
の
形
成
に
格
段
の
配
慮
を
す
る
よ
う
指
導
。

２
　
行
政
監
察
局
の
勧
告

こ
う
し
た
国
土
庁
の
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
、

一
九
九
〇
年
の

一
〇
月
か
ら

一
二
月
に
か
け
て
関
係
省
庁
及
び
地
方
公

共
団
体
の
土
地
対
策
の
実
施
状
況
を
調
査
し
て
行

っ
た
総
務
庁
行
政
監

察
局
の
勧
告

（
一
九
九

一
年
九
月
）
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
監
視
区
域
の

指
定
地
域
及
び
届
出
面
積
が

一
〇
〇
２ｍ
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
地
域

が
増
状
し

い
っ
ぁ
る
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
指

摘
し
て
い
る
。

「地
価
は
、
平
成
二
年
下
期
以
降
、
三
大
都
市
圏
を
中
心
と
し
た
沈

静
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
地
方
圏
に
お
い
て
も
多
く
の
地
域
で

上
昇
に
鈍
化
が
現
れ
は
じ
め
て
い
る
が
、
①
地
価
の
上
昇
が
み
ら
れ
る

地
方
都
市
の
市
街
地
及
び
大
規
模
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
予
定
地
域
で
地
価
上

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

昇
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
監
視
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
た
め
、
土
地
取
引
の
動
向
等
地
域
の
実
情
を
引
き
続
き
注
視

す
る
必
要
の
あ
る
地
域
が
あ
る
。
②
監
視
区
域
に
指
定
し
て
も
な
お
地

価
の
上
昇
率
が
低
下
し
て
お
ら
ず
、
今
後
の
地
価
動
向
を
踏
ま
え
て
届

出
対
象
面
積
の
引
下
げ
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
必
要
の
あ
る

地
域
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
土
庁
は
、
今
後
と
も
監
視
区
域
制
度
の
厳
正
か
つ

的
確
な
運
用
を
図
る
た
め
、
効
率
的
な
審
査
体
制
の
整
備
や
事
務
処
理

の
効
率
化
、
省
力
化
を
図
り
つ
つ
、
地
価
の
著
し
い
上
昇
の
み
ら
れ
る

地
域
及
び
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
に
つ
い
て
監
視
区
域
の
先
行
的
な

指
定
を
行
う
こ
と
並
び
に
監
視
区
域
を
指
定
し
て
も
な
お
地
価
上
昇
率

が
低
下
し
て
い
な
い
地
域
に
つ
い
て
届
出
対
象
面
積
の
迅
速
な
引
き
下

げ
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
都
道
府
県
等
を
引

き
続
き
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
。

二
　
静
岡
県
の
対
応

１
　
監
視
区
域
の
指
定
状
況

大
阪
圏
の
大
都
市
や
名
古
屋
市
に
つ
い
で
地
価
高
騰
の
波
を
被
っ
た

静
岡
県
で
あ
る
が

［表
１
］、　
一
九
八
八
年

一
二
月

一
日
に
第

一
次
の
監

一
三
五



法
経
研
究
四
二
巻

一
号

（
一
九
九
二
年
）

視
区
域
の
指
定
が
静
岡
県
の
中
核
都
市
、
静
岡
、
浜
松
、
沼
津
の
各
市

の
中
心
商
業
地
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
を
静
岡
市
を
中

心
に
み
て
み
れ
ば
、

①

一
九
八
八

（昭
六
三
）

一
二
月

一
日

（第

一
次
指
定
）

静
岡
、
浜
松
、
沼
津
市
に
お
け
る
最
近
の

「地
価
動
向
は
、　
一
部
商

業
地
に
お
い
て
著
し
い
上
昇
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
憂
慮
す
べ

き
事
態
に
対
処
し
、
地
価
の
高
騰
を
抑
制
す
る
た
め
」
と
し
て
、
各
市

の
中
心
商
業
地
を
監
視
区
域
に
指
定
し
、
届
出
対
象
面
積
を
三
〇
〇
２ｍ

以
上
と
し
た
が
、
静
岡
市
に
つ
い
て
は
、
そ
の
面
積
は
二
一
二
ｈａ

（市

街
化
区
域
六
、　
一
〇
三
ｈａ
の
三
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。

②

一
九
八
九

（平
元
）
八
月

一
日

（第
二
次
指
定
）

第

一
次
指
定
後
に
、
「保
養

ｏ
観
光
地
や
工
場
進
出
地
等
を
中
心
と
す

る
東
部
地
域
、
静
岡
市
等
の
地
方
中
核
都
市
及
び
鉄
道
新
駅
周
辺
地
域

に
お
い
て
地
価
が
著
し
く
上
昇
し
た
」
こ
と
か
ら
、
熱
海
市
等
八
市

一

町
が
新
た
に
監
視
区
域
の
指
定
を
受
け
、
静
岡
市
に
つ
い
て
は
、
監
視

区
域
が
、
当
初
指
定
の
中
心
商
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
近
隣
商
業
地
、

そ
し
て
住
居
系
区
域
の
一
部
と
静
清
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
域

（七

二
一
ｈａ
）
の
計
九
二
三
ｈａ

（市
街
化
区
域
の
一
五

。
三
％
）
に
拡
大
さ

れ
、
届
出
対
象
面
積
が
、
商
業
地
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
２ｍ
以
上
、
住

一
一一一エハ

宅
地
に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
２ｍ
以
上
と
さ
れ
た
。

③

一
九
九
〇
年
四
月

一
日

（第
二
次
指
定
）

「静
岡
県
で
は
、
こ
れ
ま
で
二
回
に
わ
た
っ
て
監
視
区
域
の
指
定
、

〈５
）

拡
大
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
地
価
の
高
騰
が
続
い
て
い
ま
す
」
と

し
て
、
市
街
化
区
域
全
域
に
監
視
区
域
を
拡
大
し
、
静
岡
市
に
つ
い
て

は
届
出
対
象
面
積
を

一
〇
〇
２ｍ
以
上
に
引
き
下
げ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

届
出
の
捕
捉
率
が
当
初
の
一
〇
％
程
度
か
ら
六
〇
％
程
度
に
跳
ね
上
が
っ

た

【表
２
】
。

④

一
九
九

一
年

一
二
月

一
日

（拡
大

・
再
指
定
）

一
九
九

一
年

一
一
月
末
に
第

一
次
の
監
視
区
域
指
定
が
期
限
を
迎
え
、

「監
視
区
域
の
指
定
に
よ
り
、
静
岡
市
の
地
価
上
昇
率
は
鈍
化
し
始
め

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
価
は
、
未
だ
高
騰
以
前
の
水
準
に
は
ほ
ど
遠

く
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
上
昇
の
気
配
を
十
分
は
ら
ん
で
い
ま
す
」
、

と
し
て
、
監
視
区
域
を
新
た
に

一
五
町
で
導
入
し
、　
一
五
市
町
で
区
域

を
拡
大
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
県
内
の
監
視
区
域
は
、
五
七
市
町
三

五
万
六
千
ｈａ
、
県
土
全
体
の
四
六
％
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

静
岡
市
に
つ
い
て
は
、
市
街
化
区
域
全
域
六
、　
一
〇
三
ｈａ
、
調
整
区
域

全
域
九
、
〇
九
七
ｈａ
、
都
市
計
画
区
域
外

一
、
〇
二
五
ｈａ
の
合
計

一
六
、

三
二
五
ｈａ
が
監
視
区
域
と
な
っ
腱
。



２
　
静
岡
市
に
お
け
る
地
価
動
向

こ
う
し
た
監
視
区
域
の
指
定
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
静
岡
市
の
商
業

地
、
住
宅
地
い
ず
れ
も
、
地
価
公
示
価
格
の
上
昇
が
鈍
化
し
た
の
は

一

九
九
〇
年
四
月

一
日
の
第
二
次
監
視
区
域
指
定
の
後
で
あ
っ
て
、
対
前

年
変
動
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な

っ
た
の
は

一
九
九
二
年
の
地
価
公
示
に
お

い
て
で
あ
る

【表
２
】
。

商
業
地
の
地
価
動
向
に
つ
い
て
は
、　
一
九
八
七
年
の
地
価
公
示
に
お

い
て
、
対
前
年
変
動
率
が
六

。
九
％
と
な
り
、
地
価
が
上
昇
の
気
配
を

み
せ
、
同
年
の
地
価
調
査
で
は

一
二
・
〇
％
、
翌
八
八
年
の
地
価
公
示

で
は

一
四

・
〇
％
、
さ
ら
に
第

一
次
の
監
視
区
域
指
定
の
直
近
で
あ
る

同
年
の
地
価
調
査
で
は
二
〇

・
九
％
と
急
騰
し
て
い
る
。
対
前
年
度
変

動
率
が

一
〇
％
を
超
え
た
段
階
で
監
視
区
域
の
指
定
に
踏
み
切
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
監
視
区
域
の
指
定
後
に
お
い
て
も
、
地
価
上
昇

は
と
ど
ま
ら
ず
、
指
定

一
ケ
月
後
の
翌
八
九
年
の
公
示
地
価
で
は
、
対

前
年
変
動
率
が
二
九

。
九
％
、
同
年
の
地
価
調
査
で
は
三
七

・
五
％
と

大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。　
一
九
八
九
年
八
月

一
日
の
指
定
か
ら
五
カ
月

を
経
た
翌
九
〇
年
の
地
価
公
示
で
は
、
さ
ら
に
、
い
つ
そ
う
の
上
昇
を

示
し
、
対
前
年
変
動
率
は
三
二
・
五
％
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
ピ
ー
ク
で

あ
り
、　
一
九
九
〇
年
四
月

一
日
の
監
視
区
域
指
定
三
ケ
月
後
の
地
価
調

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

査
で
は
三
二
。
二
％
、
翌
九

一
年
の
公
示
地
価
で
は

一
〇

・
七
％
と
上

昇
が
鈍
化
し
て
い
る
。

他
方
、
住
宅
地
に
つ
い
て
は
、　
一
九
八
八
年
の
地
価
公
示
に
至
る
ま

で
、
対
前
年
変
動
率
は
非
常
に
低
い
水
準
で
あ
り
、
地
価
は
安
定
し
て

い
た
が
、　
一
九
八
九
年
の
地
価
公
示
に
お
い
て
、
対
前
年
変
動
率
が

一

四
・
三
％
を
記
録
し
、
同
年
の
八
月

一
日
に
監
視
区
域
が
指
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
直
前
の
地
価
調
査
で
は
二
一
。
四
％
と
急
騰
し
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
上
昇
傾
向
は
と
ど
ま
ら
ず
、
指
定
五
カ
月
後
の
翌

一
九

九
〇
年
の
地
価
公
示
で
は
対
前
年
変
動
率
が
二
九

・
五
％
と
、
い
っ
そ

う
上
昇
し
た
が
、
こ
れ
が
ピ
ー
ク
で
あ
り
、　
一
九
九
〇
年
四
月

一
町
の

監
視
区
域
指
定
二
月
後
の
同
年
の
地
価
調
査
で
は
二
三
・
八
％
の
上
昇

が
み
ら
れ
た
が
、
翌
九

一
年
の
地
価
公
示
で
は

一
二
・
一
％
、
同
年
の

地
価
調
査
で
は
四

・
七
％
と
、
上
昇
が
鈍
化
し
て
い
る
。

監
視
区
域
内
の
届
出

・
確
認
申
請
に
対
す
る
処
理
に
つ
い
て
、
静
岡

県
の
指
導
率
は
全
国
的
に
み
て
非
常
に
高
い

【表
４
】。
確
か
に
、
届
出

さ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
高
い
指
導
率
の
結
果
、
地
価
が

一
定
水
準

以
下
に
抑
制
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第

一
次
及
び

第
二
次
の
監
視
区
域
の
指
定
に
よ
っ
て
は
地
価
公
示
価
格
等
の
高
騰
を

抑
制
し
得
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
届
出
の
捕
捉

一
三
七



法
経
研
究
四
二
巻

一
号

（
一
九
九
二
年
）

率
が
非
常
に
低
か

っ
た
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
推
定
し
う
る
。
し

か
し
、
第
二
次
指
定
に
よ
る
捕
捉
率
の
改
善
に
よ
り
、
価
格
指
導
の
波

及
的
効
果
が
高
ま
り
、
こ
れ
が
地
価
上
昇
を
抑
制
し
、
さ
ら
に
は
下
落

に
導
い
た
、
と
断
言
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
時

期
に
、
不
動
産
関
連
融
資
に
つ
い
て
総
量
規
制
が
導
入
さ
れ
、　
一
九
九

〇
年
度
の
県
内
に
お
け
る
不
動
産
貸
出
残
高
の
伸
び
が
と
ま
り

【表
５
】
、

そ
れ
と
と
も
に
、
法
人
の
土
地
取
引
件
数
も
大
き
く
落
ち
込
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る

【表
６
】
。
法
人
に
よ
る
土
地
取
引
の
手
控
え
が
地
価
の
下

落
に

つ
な
が

っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
監
視
区
域
の
第

一
次
及
び
第
二
次
の
指
定
に
も
拘

わ
ら
ず
こ
れ
が
地
価
高
騰
を
防
ぎ
得
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、

監
視
区
域
の
指
定
時
期
、
監
視
区
域
の
範
囲
及
び
届
出
対
象
面
積
の
設

定
に

つ
い
て
、
問
題
を
残
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（１
）
概
要
と
し
て
、
『土
地
白
書
　
平
成
四
年
版
』

一
五
二
頁
以
下
、
『地

方
財
務
』

一
九
九
二
年

一
月
号
別
冊
付
録

（平
成
五
年
度
　
国
の
重
点

施
策
の
動
向
と
地
方
公
共
団
体
の
対
応
）
五
七
頁
以
下
。

（２
）
総
務
庁

・
前
掲
書
三
頁
、
二
五
六
頁
。

（３
）
静
岡
県
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ツ
ト

『土
地
取
引
の
届
出
面
積
が
変
わ
り

ま
す
』。

一
三
八

（４
）
静
岡
県
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ツ
ト

『地
価
の
監
視
区
域
が
広
が
り
ま
す
』
。

（５
）
静
岡
県
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ツ
ト

『地
価
の
監
視
区
域
が
広
が
り
ま
す
』
。

（６
）
静
岡
県

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

（７
）
静
岡
市
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ツ
ト

『土
地
取
引
の
前
に
届
出
を
』
。

（８
）
静
岡
県
が
監
視
区
域
の
拡
大

・
再
指
定
の
方
針
を
決
め
た
こ
と
か
ら
、

自
民
党
県
連
は
政
調
会
内
に
監
視
区
域
制
度
の
在
り
方
や
運
営
方
法
を

研
究
す
る

「地
価
安
定
対
策
研
究
会
」
（仮
称
）
を
設
置
し
、
党
と
し

て
の
提
言
を
ま
と
め
る
方
針
を
決
め
て
い
る

（静
岡
新
聞

一
九
九

一
年

九
月

一
〇
日
）
。

Ⅳ
　
む
す
び

地
価
は
全
国
的
に
下
落
又
は
沈
静
化
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
果

た
し
て
こ
れ
に
監
視
区
域
制
度
が
、
指
定
区
域
の
拡
大
及
び
届
出
対
象

面
積
の
引
き
下
げ
に
よ
り
、
い
か
ほ
ど
の
寄
与
を
な
し
た
の
か
、
不
動

産
融
資
規
制
な
ど
他
の
土
地
対
策
と
の
係
わ
り
で
、
そ
れ
を
検
証
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
政
策
当
局
は
、
〓

層
の
慎
重
な
分
析
」
の
必
要

性
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
他
の
土
地
政
策
と
の

「相
乗
的
」
効
果

を
説
く
が
、
こ
れ
は
な
に
も
い
っ
て
い
な
い
の
と
等
し
い
。
た
だ
、
静



岡
市
域
に
お
け
る
監
視
区
域
の
運
用
実
態
を
検
討
す
る
か
ぎ
り
で
は
、

そ
の
運
用
に
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
は
い
え
る
。

た
だ
、
監
視
区
域
制
度
の
的
確
な
運
用
が
地
価
高
騰
、
土
地
投
機
の

抑
制
に
対
症
的
で
は
あ
る
が
有
効
に
機
能
す
る
と
し
て
も
、
か
か
る
土

地
取
引

へ
の
直
接
的
介
入
に
つ
い
て
は
、
政
策
と
し
て
批
判
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
の
理
論
的
検
討
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に

関
し
て
は
、
別
稿
に
て
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

（１
）
『土
地
自
書
　
平
成
四
年
版
』

一
〇
七
頁
。

（２
）
『土
地
自
書
　
平
成
四
年
版
』

一
〇
六
頁
。

（３
）
内
容
的
に
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
土
地
取
引
規
制
制
度
の
生

成
と
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
論
述
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿

「地
価
対

策
と
土
地
取
引
規
制
制
度
の
展
開
」
林
良
平

・
甲
斐
道
太
郎
編

『谷
口

知
平
先
生
追
悼
論
文
集
２
』
２

九
九
二
年

。
信
山
社
）
所
収
を
参
照

さ
れ
た
い
。

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

一
二
九



(単位 %)
用
途

公示年
圏域

住

　

宅

　

地

東  京  圏

大  阪  圏

名 古 屋 圏

０

　

３２

　

‐６

三 大 圏 平 均

地 方 平 均

全 国 平 均

商

　

業

　

地

東  京  圏

大  阪  圏

名 古 屋 圏

三 大 圏 平 均

地 方 平 均

全 国 平 均

表 1 地価公示価格の用途別、地域別対前年変動率

資料 『土地白書 平成4年版』312-313頁 から作成

表 2 用途別地価対前年度変動率

(単位 %)

資料 :国土庁「地価公示」、静岡県「地価調査」

表 3 届出及び事前確認 申請の処理件数

(単位 件、ha)

法
経
研
究
四
二
巻

一
号

（
一
九
九
二
年
）

一
四
〇

19874「 19884F 1989年 1990年 1991年 1992年

公 示 調 査 公 示 調 査 公 示 調 査 公 示 調査 公 示 調査 公 示 調 査

住 宅 地 14.3 21.4 29.5 23.8 12.1 △1.5 N.6

商 業 地 6.9 12.0 14.0 20.9 29.9 37.5 32.5 22.2 10.7 A5.8 △12.5

年度

届 出 事前確認

件数 面 積 件数 面 積
件数内訳

宅地分譲 ?ryey
916.8

1987 277.8

1988 302.6

1989 466.3 7

1990 2,213 454.0

1991 3,037 339.0

資料  『平成 3年度 静岡市の土地と地下水の利用』



表4 静岡県下の監視区域内の届出・確認申請の処理・指導状況

区 分
3市の中心商業
地
(1988T‐12月 ～1989手 7月 )

12市町の市街化
区域等
(1989■ 3月 ～199043月 )

43市町村の都市
計画区域全域等
(199044月 ～1991年 2月 )

処 理 件 数 33字| 517タキ 7,319件

指導・勧告不必要 3,554

指 導 217 3,765

1指  導  率 42.4°/0 42.00/0 51.4%

地
価
対
策
と
監
視
区
域
制
度

資料 静岡県土地対策課提出資料より

表 5 静岡県内金融動向

資料 :静岡県土地対策課提出資料より。

表 6 静岡市内土地取引件数の動向

一
四

一

(単位 億円、%)

年度 貸付残高 対前年比 不動産貸付残高 対前年比 不動産率
全国銀行貸出

約定平均金利
1986 35,357 1,575 15.8

1987 38,668 1,942 23.3

1988 43,340 12.1 2,587 33.2

1989 52,316 20.7 3,273 26.5

1990 53,618 3,460 7.2

(単位 件、ha)

1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年

土地取引件数

(対前年比 )

5,456
5,635

(3.3%)

4,743

(△ 15.8%)
5,011

(5.6%)
3,960

(△ 2100/0)

4,278

(8.0%)

内法人件数
(対前年比 )

1,450
1,983

(36.7%)

1,803

(△  9.1%)
2,984

(65.5%)

1,847

(△ 38.1%)
929

(△ 49.7%)

土地取引面積
(対前年比 )

681

(46%)
394

(△  ″%)
695

(76.4%)

679

(△  2.3%)
372

(△  45%)
内法人面積
(対前年比 )

437

(280%)

143

(△ 67.3%)
368

(157%)
528

(43.5%)

167

(△ 68.4%)

資料 土地取引規制基礎調査




